
　　　　　保育所（学童クラブ）名

　　　　　児童氏名

上記について、本人の申立てにより証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

（お問合せ先）　千歳市こども政策課保育係　電話番号　0123-24-0340(直通)

営業時間

名称                                 　　　電話番号

営業内容（業種）

千歳市民生委員児童委員　　　　　　　　　　　　　　　

家庭で児童を
保育できない理由

日　　（週平均　　　　　　　日）

従事内容
（具体的に）

上記就労者の
就 業 状 況

従業員数

午前　　　　時　　　　分　から　午後　　　　時　　　　分まで

人　（家族・親族　　　　人　　雇用　　　　人）

1か月の従事日数

こども政策課
提出用

自　営　業　証　明　書

　千歳市民生委員児童委員　様

既に業務に従事　・　これから従事（令和　　年　　月　　日から）

午前　　　　時　　　　分　から　午後　　　　時　　　　分まで

従事期間

◆　こども政策課提出用と民
生委員児童委員控えの両方に
記入し、２枚とも民生委員児
童委員に提出してください。

児 童 氏 名

就 業 者 住 所

就 業 者 氏 名

利用施設名・
学 童 ク ラ ブ
名 ・
ランドセル来館
児 童 館 名

従事時間

店舗・事業所

休日

所在地（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日　□祝日

片道　　　時間　　　分　　電車 ・ バス ・　自家用車　・　自転車　・　徒歩通勤時間・方法

　千歳市長　様

※記入上の注意

① 記入もれのないよう注意してください。

② 就業者の従事内容は「店での接客・経理事務」「農作業手伝い（畑作）」「歯科技工」等具体的に記入してください。
③ 家庭で児童を保育できない理由も、「随時電話や経理等を行っているため」等具体的に記入してください。
④ 農業・畜産業等の方は、店舗・事業所名称→農場・牧場名、所在地→農場・牧場所在地、営業時間→作業時間に
読み替えてください。
◆「こども政策課提出用」と「民生委員児童委員控え」の両方に記入し、民生委員児童委員に提出し証明を受けてください。

保育所、認定こども園、小規模保育、事業所内保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、学童クラブ、ランドセル来
館の利用申請のため、次のとおり申立てますので証明願います。



　　　　　保育所（学童クラブ）名

　　　　　児童氏名

上記について、本人の申立てにより証明します。

令和　　　年　　　月　　　日

◆　民生委員児童委員控え
は、民生委員児童委員に提出
してください。

児 童 氏 名

1か月の従事日数 日　　（週平均　　　　　　　日）

従事期間 既に業務に従事　・　これから従事（令和　　年　　月　　日から）

従事時間

　千歳市民生委員児童委員　様

午前　　　　時　　　　分　から　午後　　　　時　　　　分まで

従事内容
（具体的に）

民生委員児童
委員控え

自　営　業　証　明　書

□月　□火　□水　□木　□金　□土　□日　□祝日

家庭で児童を
保育できない理由

従業員数

営業時間 午前　　　　時　　　　分　から　午後　　　　時　　　　分まで

千歳市民生委員児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

就 業 者 住 所

人　（家族・親族　　　　人　　雇用　　　　人）

所在地（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

営業内容（業種）

就 業 者 氏 名

休日

（お問合せ先）　千歳市こども政策課保育係　電話番号　0123-24-0340(直通)

保 育 所 ( 園 )
名 ・
学 童 ク ラ ブ
名 ・
ランドセル来館

片道　　時間　　分　　電車 ・ バス ・　自家用車　・　自転車　・　徒歩

上記就業者の
就 業 状 況

店舗・事業所
名称                               　　　電話番号

通勤時間・方法

　千歳市長　様

※記入上の注意

① 記入もれのないよう注意してください。

② 就業者の従事内容は「店での接客・経理事務」「農作業手伝い（畑作）」「歯科技工」等具体的に記入してください。
③ 家庭で児童を保育できない理由も、「随時電話や経理等を行っているため」等具体的に記入してください。
④ 農業・畜産業等の方は、店舗・事業所名称→農場・牧場名、所在地→農場・牧場所在地、営業時間→作業時間に
読み替えてください。
◆「こども政策課提出用」と「民生委員児童委員控え」の両方に記入し、民生委員児童委員に提出し証明を受けてください。

保育所、認定こども園、小規模保育、事業所内保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、学童クラブ、ランドセル来
館の利用申請のため、次のとおり申立てますので証明願います。


